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令和４年度高崎市国民健康保険事業の運営に関する協議会会議録（第１回） 

 

１ 日  時   令和４年８月４日（木曜日）午後２時００分から 

 

２ 場  所   高崎市役所 ３階 第３１会議室 

 

３ 議  事 

（１）高崎市国民健康保険事業の運営に関する協議会会長及び副会長の選出について 

 （２）報告事項  

①令和３年度（２０２１年度）高崎市国民健康保険事業特別会計決算見込について 
②国民健康保険被保険者証等の交付状況について 
③特定健康診査（特定健診）・特定保健指導受診者等の状況について 
④人間ドックの受診者の状況について 
⑤保養施設利用助成実績について 

 

出 席 委 員 

・被 保 険 者 代 表  中村 真由美・岡田 恵子・今井 隆、須藤 敦子 

・保 険 医 又 は  岡本 克実・有賀 長規・黒田 真右・井田 順子・山本 敬之 

保険 薬剤師代 表   

・公 益 代 表  中島 輝男・根岸 赴夫・樋口 哲郎・後藤 彰・丸山 覚 

            湯浅 弘子 

・被 用 者 保 険 等  成田 直人・齋藤 敦匡 

保 険 者 代 表 

 

欠 席 委 員  續木 美和子・小田澤 道子（被保険者代表） 

林  信義（保険医又は保険薬剤師代表） 

            小林 謙五（被用者保険等保険者代表） 

 

保 険 者 代 表 市民部長・保険年金課長・納税課長・健康課長 

会議に参与したもの 倉渕支所市民福祉課長・箕郷支所市民福祉課長 

   群馬支所市民福祉課長・新町支所市民福祉課長 

榛名支所市民福祉課長・吉井支所市民福祉課長 

保険年金課国保担当係長２名・保険年金課資格賦課担当係長２名 

保険年金課医療給付担当係長２名・財政課財政担当係長 

納税課滞納整理担当係長・健康課健康づくり担当係長 

 

事   務   局   保険年金課庶務担当係長・庶務担当主査２名・庶務担当主任主事１名 
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（事務局：司会） 

それでは、本日の会議次第をご覧ください。次第の４「議事」に移りたいと存じます。 

本来であれば議事の進行は会長が議長になり進めることになっておりますが、本日は委員改選

後はじめての会議でございますので、会長・副会長が空席となっております。このことから会長・

副会長の選出までの間、事務局にて進行をさせていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

  ＜異議なし＞  

ありがとうございます。それでは会長・副会長が選任されるまでの間は事務局にて進行をさせ

ていただきます。 

それでは、議事の「（１）高崎市国民健康保険事業の運営に関する協議会会長及び副会長の選出

について」に入ります。 

まず会長及び副会長の選出につきましてご説明申し上げます。お手元にございます資料の１０

ページをご覧ください。本協議会の規則になります。会長・副会長につきましては第４条で定め

られておりまして、「会長及び副会長を各１名置くこと」、「公益を代表する委員のうちから全委員

で選挙すること」が規定されております。 

選出方法でございますが、従来の方法を申し上げますと、公益を代表する委員の皆様でご協議

してお決めいただき、それを委員の皆様にご承認いただく形としております。今回も従来どおり

の方法でよろしいでしょうか。 

  ＜異議なし＞  

ありがとうございます。皆様のご了解をいただきましたので、選出方法につきましては公益を

代表する委員の皆様でご協議いただく従来どおりの方法で行うことといたします。本来であれば

ここで少々お時間を頂きご協議いただくところではございますけれども、公益を代表する委員の

皆様には事前にご協議いただいておりますので、私から協議結果を報告させていただきます。 

会長は中島 輝男 委員、副会長は根岸 赴夫 委員でございます。ご承認いただける場合は、拍

手をお願いいたします。 

  ＜拍 手＞ 

ありがとうございます。それでは会長を中島委員に、副会長を根岸委員にお願いいたします。 

会長・副会長が選出されましたので、議事の（１）につきましてはこれにて終結とさせていた

だきます。 

 

（事務局：司会） 

中島会長、根岸副会長におかれましては、前の会長席、副会長席のほうにお願いいたします。 

＜中島会長、根岸副会長 それぞれの席に移動＞ 

それではここで、会長、副会長から一言ご挨拶をいただきたいと存じます。まずは中島会長か

らお願いいたします。 

 

（中島会長） 

はい。皆様お疲れさまでございます。ただいま会長にご指名いただきました中島でございます。

委員の皆様には忌憚のない議論を頂きながら、協議会がスムーズに運営できますように精一杯努
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めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

 

（事務局：司会） 

ありがとうございました。続きまして根岸副会長、お願いいたします。 

 

（根岸副会長） 

はい。副会長にご指名いただきました根岸 赴夫でございます。会長を補佐し、会議の円滑な運

営に努めてまいりたいと思っておりますので、ぜひ皆様も忌憚のないご意見を活発に交わしてい

ただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

 

（事務局：司会） 

ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、協議会規則第５条第１項の規定によりまして、これより中島会長に議事を進めてい

ただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

（議長） 

それでは議事を進行していきたいと思います。まずは諸般の報告をいたします。 

本協議会につきましては、「高崎市情報公開条例」に基づき「公開」としておりますのでご承知

おきいただきたいと思います。会議開催の事前公表につきましては、７月１５日号の広報高崎に

掲載するとともに、高崎市ホームページにて周知を行っております。次に本日の会議録署名委員

ですが、中村委員と樋口委員を指名したいと思います。 両委員におかれましてはよろしくお願い

をいたします。 

 それでは議事に入りたいと思います。本日の会議は報告が５件でございます。はじめに報告事

項①「令和３年度高崎市国民健康保険事業特別会計決算見込について」です。事務局より説明を

お願いいたします。 

 

（保険年金課長） 

保険年金課長の高橋でございます。どうぞよろしくお願いいたします。説明が少し長くなりま

すので、着座にて失礼させていただきます。 

報告事項①「令和３年度（２０２１年度）高崎市国民健康保険事業特別会計 決算見込」につい

てご説明いたします。資料の１ページをご覧いただきたいと思います。こちらの表は令和３年度

決算見込額と令和２年度決算額を比較したものでございまして、上段が歳入、下段が歳出を記載

しております。また１枚おめくりいただいた２ページ、それから３ページには歳入、歳出それぞ

れの説明を記載しております。それでは決算見込の内容の説明に入らせていただきます。 

２ページをご覧ください。歳入の区分１「国民健康保険税」でございます。令和３年度の決算

見込額は７３億７０６万２千円、昨年度に比べまして２億１，９９４万３千円の減額となりまし

た。減額の要因でございますが、４ページの「被保険者数・療養諸費等に関する調べ」をご覧い

ただきたいと思います。表の上段の記載に「被保険者数」がございまして、令和３年度は７６，
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１１７人、前年度に比べまして１，９０７人減少しております。また、いちばん下段の「国保税」

の中の「１人当りの調定額」を見ますと、前年度とほぼ同額であるということが分かります。こ

ういったことから被保険者数の減少が国保税の減額の主な要因になっているものと考えてござい

ます。 

 続きまして、区分の３「国庫支出金」でございます。２ページに戻っていただきまして、「災害

臨時特例補助金」につきましては、東日本大震災に係る一部負担金免除、それから保険税減免等、

また新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等の保険税減免に対する国庫補

助金でございまして、１，７１５万１千円でございます。内訳は、新型コロナウイルス感染症に

係る補助金が１，７０４万円、東日本大震災に係る補助金が１１万１千円となっております。前

年度比では１，９８３万５千円の減少となってございます。主な要因といたしましては、新型コ

ロナウイルス感染症の感染が拡大してから２年目となった令和３年度、減免の対象となります前

年に比べて収入が減少した世帯、こちらの世帯数が減少したものによるものと考えてございます。 

続きまして「社会保障・税番号制度システム整備費補助金」でございます。これはマイナンバ

ーカードの保険証利用申込を勧奨するパンフレット等の作成・送付に係る費用について補助金が

交付されたものでございます。 

続きまして、区分４「県支出金」でございます。まずは「普通交付金」でございますが、こち

らは保険給付の実績に応じてその給付額相当額が群馬県から交付されるものでございまして、決

算見込額は２４２億６８８万円、前年度に比べまして１０億２，５６８万６千円の増額でござい

ました。主な増額の要因ですけれども、令和３年度は前年に比べまして「保険給付費」が増加し

たことにより、当該保険給付費相当額が交付される普通交付金収入も増額となったものでござい

ます。なお、保険給付費の増加要因につきましては、後ほど歳出の項目でご説明させていただき

たいと思います。 

次に「特別交付金」でございます。これは財政状況やその他の特殊要因、運営努力等に応じま

して交付される交付金でございまして、決算見込額は７億２，３２８万４千円、前年度に比べま

して２億８，１２９万７千円の減となりました。主な減額の要因でございますけれども、「県繰入

金」が２億５，３５８万１千円でございまして、前年度に比べまして２億８，５７３万８千円の

減額となりました。この県の繰入金につきましては、各市町村の収納率、また医療費適正化対策

等の実績評価に基づく額、また定率で交付される額、こちらを合わせまして県から交付されてお

りますけれども、県の当該予算額が減少し、結果として各市町村に振り分けられる額が全県的に

減額となったことが主な要因でございます。 

続きまして、区分５「財産収入」でございます。これは国民健康保険基金の利子収入でござい

まして、決算見込額は前年度とほぼ同額の２３８万５千円でございます。 

  続きまして、区分６「繰入金」でございます。まず「保険基盤安定繰入金」でございます。こ

の繰入金につきましては、国民健康保険が構造的に税負担能力の低い低所得者の加入割合が高い

ことに鑑みまして、財政基盤の強化を図るために創設された「保険基盤安定制度」、こちらに基づ

くものでございまして、被保険者の国民健康保険税の軽減措置による減額分の補てん、また低所

得者数に応じまして、国・県・市が支援しているものでございます。決算見込額につきましては

１９億４，０１７万９千円、前年度に比べまして１，９８２万２千円の増額となってございます。 
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 次に「一般会計繰入金」でございます。こちらは繰入れのルールに基づいた事務費等の繰入金

でございまして、決算見込額は６億２，４５９万７千円、前年度とほぼ同額となっております。

内訳でございますが、「福祉波及分繰入金」が８，９６１万７千円、こちらは子どもや母子父子の

ひとり親家庭、また障害者に対する福祉医療制度を現物支給方式で実施していることに対する国

庫負担額の減額調整措置、いわゆる「福祉ペナルティ」に対する繰入金でございます。 

 「出産育児一時金繰入金」につきましては、支払実績に基づく繰入金でございまして５，９８

１万３千円、また「職員給与費等繰入金」は、主に歳出区分の１「総務費」のうちの「総務管理

費」や「徴税費」等に対する繰入金でございまして、４億４７９万８千円、また「財政安定化支

援事業繰入金」こちらは国保の構造上、高齢者が特に多いことによる保険給付費の増嵩等といっ

た“保険者の責に帰することができない特別な事情”を考慮したことに対する繰入金でございま

して、高齢の被保険者数の割合に基づき繰り入れられているものでございまして、７，０３６万

９千円となっております。 

続きまして「基金繰入金」でございます。国民健康保険基金の活用につきましては、これまで

医療の高度化や被保険者の高齢化による医療費の増嵩等で被保険者の負担増を要するような状況

において、被保険者の税負担が増えることのないよう活用してまいりました。令和３年度におき

ましても同様の考えのもと基金を繰り入れてございまして、その決算見込額につきましては１億

６，２２５万７千円、前年度に比べますと３億７，５３３万４千円の減額となってございます。

主な減額の要因といたしましては、前年度と比較いたしまして歳出区分３の「国民健康保険事業

納付金」の支出額の減少が大きかったこと等により収支不足額が減少したために繰入額が減少し

たものでございます。 

続きまして、区分７「繰越金」でございます。こちらは前年度決算からの繰越金でございまし

て、１億５０７万９千円、前年度とほぼ同額となってございます。 

続いて区分８「諸収入」でございます。諸収入は「延滞金」、それから「第三者納付金」、「返納

金」等の収入でございまして、決算見込額は合計で２億８，０３９万１千円となっており、前年

度と比べまして３，７６２万４千円の減額となっています。 

 以上を合計いたしますと、令和３年度の歳入合計は３５３億６，９３７万３千円となり、前年

度に比べまして１億７８万９千円、率にしまして約０．２９％の微増を見込んでおります。歳入

の説明は以上でございます。 

続きまして３ページに移らせていただきまして、歳出の説明をさせていただきます。 

 まずはじめに区分１「総務費」でございます。総務費は職員人件費や事務経費等の国民健康保

険事業全般の運営に係る費用を計上しておりまして、「総務管理費」、また国民健康保険税の賦課

及び徴収に係る経費を計上してます「徴税費」、それから本協議会の運営に係る経費を計上してい

る「運営協議会費」で構成されておりまして、決算見込額は総務費合計で４億２，０１８万６千

円となっております。前年度とほぼ同額となってございます。 

 続きまして、区分２「保険給付費」でございます。保険給付費は表のとおり「療養給付費」か

ら「傷病手当金」までの事業費で構成されておりまして、決算見込額は総額で２４４億２，８３

３万円、前年度比で１０億７，１４６万２千円の増額となってございます。主な増額の要因でご

ざいますけれども、前年度の令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響による「受診控え」
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等の影響によりまして保険給付費が例年よりも少ない状況でしたが、令和３年度は受診件数が回

復傾向にあったこと、また４ページの表の中段に記載してございますけれども、１人当りの療養

諸費が増加傾向にありました。このような要因から保険給付費が増加したものと考えております。 

それではページを戻りまして、保険給付費の内訳につきましてご説明を申し上げます。 

まず「療養給付費」でございます。こちらは被保険者が保険医療機関等で診療を受けた際の医

療費から自己負担分を除いた額を群馬県国保連合会を通じて各医療機関等に支払っているもので

ございまして、決算見込額は２０９億２１３万４千円、前年度と比べまして９億２，９４２万２

千円の増額となっております。保険給付費全体が増額となった主な要因となっているものでござ

います。 

 次に「療養費」でございます。こちらは諸事情により保険証を使わずに治療を受けた場合、あ

るいは治療用装具を購入した場合など、いったん全額を自己負担していただく訳ですけれども、

そうした場合の自己負担分以外の費用を支給するというものでございまして、決算見込額は１億

８，３１９万１千円となってございます。 

次に「審査支払手数料」でございます。こちらはレセプトの審査や医療機関等への支払いを群

馬県国保連合会に委託している手数料でございまして、決算見込額は６，８３７万円となってご

ざいます。 

 続きまして「高額療養費」でございます。こちらは被保険者の１か月にかかった自己負担額が

限度額を超えた場合に、その超過額を本人に支給または群馬県国保連合会を通じまして各医療機

関のほうに支払っているものでございまして、決算見込額は３１億５，６５６万４千円、前年度

に比べまして１億３，９１２万２千円の増額となってございます。 

続きまして「高額介護合算療養費」でございます。こちらは同じ世帯に介護保険の受給者がい

る場合で医療保険と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えた場合に支給されるものでござ

いまして、決算見込額は２６４万４千円となっております。 

なお、これまで説明させていただいた保険給付費の「療養給付費」から「高額介護合算療養費」

までが、歳入区分の４にございます「普通交付金」としてその実績額が群馬県から交付されてご

ざいます。 

 続きまして「出産育児一時金」でございます。こちらは被保険者が出産した際に４２万円を支

給するものでございまして、令和３年度の支給件数は２１４件、決算見込額は８，９４１万円と

なってございます。 

続いて「葬祭費」でございます。こちらは被保険者が死亡したときに５万円を支給するという

ものでございまして、令和３年度の支給件数は５０９件、決算見込額は２，５４５万円でござい

ます。 

続きまして「傷病手当金」でございます。こちらは新型コロナウイルス感染症に感染した被保

険者のうちの被用者の方に対して、申請に基づき労務できなかった期間の給与等相当額の３分の

２を支給するものでございまして、決算見込額は５６万７千円となってございます。 

以上が区分２「保険給付費」の説明でございます。 

続きまして、区分３「国民健康保険事業費納付金」でございます。こちらの納付金につきまし

ては、群馬県が市町村ごとの被保険者数と所得水準、医療費水準に応じまして各市町村が負担す
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る納付金の額を決定しているというもので、過去の実績や国から示された係数等によりまして県

全体の医療給付費、後期高齢者支援金及び介護納付金を推計しまして、その推計した額から国や

県等からの負担額などを差し引いた市町村が負担する額の総額を基に算定されておりまして、そ

の決定額を群馬県に支払っているというものでございます。決算見込額でございますけれども、

９５億２，３４８万２千円となってございまして、前年度に比べまして９億１，２０５万６千円

の減額となってございます。主な減額の要因でございますけれども、県の令和３年度の納付金の

算定におきまして令和元年６月から令和２年５月までの診療費実績等を基に納付金の額を決定し

ておりますけれども、その算定期間中に緊急事態宣言が初めて群馬県に発令された期間であり、

受診控えが顕著な時期が含まれていたため、算定基礎となる医療費が前年度算定額より少なくな

ったこと等によりまして、結果として令和３年度の納付金の算定額が減額となったものと思われ

ます。 

続きまして「保健事業費」でございます。決算見込額は全体で２億８，４２９万９千円となっ

ており、前年度に比べまして４，２５６万７千円の増額となりました。続いて個々の事業の決算

見込についてご説明させていただきますけれども、事業実績等の詳細につきましてはこの後の報

告事項の③から⑤の中でご説明させていただこうと思っています。 

それでは、まず「特定健康診査等事業費」でございます。こちらは４０歳から７４歳の被保険

者を対象とした生活習慣病予防のための「特定健康診査」、いわゆる「特定健診」に関する費用と、

その健診の結果、支援対象となった方に対する「特定保健指導」の実施に関する費用でございま

して、決算見込額は１億８，７８２万３千円でございます。新型コロナウイルス感染症の影響を

大きく受けた前年度と比べますと３，３９０万２千円の増額となってございます。 

 次に「保健衛生普及経費」でございます。こちらは医療費の抑制を図るための「ジェネリック

医薬品の利用勧奨」や被保険者の健康増進を図るための「保養施設利用料の助成」などに関する

費用でございまして、決算見込額は８９９万５千円となってございます。前年度と比べまして３

４９万６千円の減額でございます。 

続きまして「疾病予防費」でございます。こちらにつきましては、被保険者の健康維持や健康

増進に資するため、また疾病の早期発見を目的に実施している「人間ドック」の受診に対する助

成に関する費用でございまして、決算見込額は８，７４８万１千円、こちらは新型コロナウイル

ス感染症の影響を大きく受けました前年度と比べますと１，２１６万１千円の増額となってござ

います。 

続きまして、区分５「基金積立金」でございます。こちらは歳入の区分５「財産収入」の項目

で説明させていただいた「利子収入」を国民健康保険基金に積み立てたものでございます。 

最後に、区分７「諸支出金」でございます。こちらは「国民健康保険税の還付金」及び「普通

交付金の返還金」等でございまして、決算見込額につきましては８，００１万４千円となってお

り、前年度とほぼ同額となっております。 

 以上、合計いたしますと、令和３年度の歳出合計は３４７億３，８６９万６千円となり、前年

度に比べまして２億５１９万１千円、率にいたしまして０．６％の微増ということでございます。 

以上、説明させていただきました令和３年度の歳入から歳出を差し引いた額は、６億３，０６

７万７千円となりまして、このうち県への返還金など必要と見込まれる額を令和４年度に繰り越
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しまして、残りは国民健康保険基金に積み立てることとなってございます。 

続きまして４ページの「被保険者数・療養諸費等に関する調べ」と、本日机上に配付させてい

ただいた「追加資料」と書いてある資料、こちらをご覧いただければと思います。それでは説明

させていただきたいと思います。 

まずはじめに、表の上段「被保険者数」でございます。追加資料の１ページの上段のグラフの

とおり、被保険者数、世帯数ともに年々減少している状況でございます。続きまして、下段のグ

ラフ【参考資料】でございますけれど、こちらは６５歳で年齢を区切った被保険者数をグラフに

したものでございます。水色の棒グラフ、６５歳未満の被保険者数を見ますと、平成２９年度に

おいて４８，６７６人だったものが、令和３年度には４０，９７１人となりまして、７，７０５

人、率にしまして約１６％減少という状況であり、これは被保険者が少子高齢化によって減少し

ていることが主な要因であると考えております。またオレンジ色の棒グラフ、６５歳以上の被保

険者数を見ますと、平成２９年度は３７，３９７人だったものが令和３年度には３５，１４６人

となり、こちらも２，２５１人の減少、率にして約６％の減少にとどまっております。７５歳の

年齢到達などで後期高齢者医療制度に移行される方は年々増加傾向にありますけれども、被保険

者の高齢化により６５歳になる方も同様に多くいらっしゃいまして、全体として大きく減少して

いないのではないかと考えております。令和４年度以降についても団塊の世代の後期高齢者への

移行が進む等によって被保険者の減少傾向は続くものと推測しているところでございます。 

続きまして「療養諸費」についてでございます。４ページの中段の表になりますけれど、療養

諸費の金額、こちらは「療養給付費」、「療養費」、「高額療養費」、また「高額介護合算医療費」、

この合計額となってございまして、グラフについては「追加資料」の２ページになります。２ペ

ージ上段のグラフが表をグラフ化したものでございます。このグラフを見ますと、令和元年度ま

では１人当りの費用額は年々増加傾向にありましたが、それ以上に被保険者数が減少したことに

より、結果として療養諸費としては年々減少傾向にございました。令和２年度におきましては、

「受診控え」という例年とは異なる影響等により療養給付件数が減少し、療養諸費も減少してお

ります。令和３年度におきましては、回復傾向にあったことや１人当りの費用額が増加したこと

から療養諸費が増加したものと考えてございます。続きまして、下のグラフ【参考資料】でござ

います。こちらは１人当りの療養諸費を６５歳未満と６５歳以上で分けてグラフにしたものでご

ざいます。このグラフを見ますと、どちらの年代とも若干の変動はあるものの、１人あたりの療

養諸費は概ね年々増加傾向にあります。着目する点といたしましては、オレンジ色の棒グラフで

示しております６５歳以上の費用額、こちらの額が依然として高額となっているということが挙

げられます。そしてこちらの被保険者に占める費用額の高い６５歳以上の割合が年々増加してい

るということで、結果として１人当りの費用額が伸びているというふうに考えてございます。 

 続きまして「国保税」についてでございます。４ページの下段の表、それから「追加資料」の

３ページをあわせてご覧いただきたいと思いますけれども、そのグラフを見ますと、青の棒グラ

フの調定額は被保険者数の減少に比例して年々減少傾向にありますが、１人当り調定額は令和元

年度までは増加傾向にあり、令和２年度以降はほぼ横這いという状況でございます。次に下のグ

ラフ【参考資料①】でございます。こちらは１人当りの課税対象額と調定額をグラフにしたもの

でございます。青色の棒グラフ、１人当りの課税対象額を見ていただきますと、令和２年度を除
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いては若干減少傾向にはあるものの、ほぼ横這いで推移しております。また１人当りの調定額も

平成３０年度以降はほぼ横這いとなっております。続きまして追加資料の４ページ【参考資料②】

でございます。こちらは、軽減世帯数と限度額超過世帯数をグラフにしたものでございます。青

い棒グラフで示しております軽減世帯数は年々減少しておりましたが、令和３年度は前年度と比

べて３５７件の増加となってございます。これは新型コロナウイルス感染症の影響に伴う収入減、

あるいは被保険者の高齢化による所得の減少等が主な増加の要因ではないかと考えてございます。

また折れ線グラフで示しております限度額超過世帯数につきましても、例年同様に減少傾向とな

っております。主な要因につきましては、課税限度額の改正によるものと考えてございます。 

以上、「令和３年度（２０２１年度）高崎市国民健康保険事業特別会計決算見込」についての説

明とさせていただきます。今後も国民健康保険事業の健全な運営に努め参りたいと考えておりま

すので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

 

（議長） 

説明は終わりました。これより質疑に入ります。質問並びにご意見等がありましたらお願いい

たします。 

 

（Ａ委員） 

決算見込みの説明、歳出のほうの３ページ、参考までにお聞かせいただきたいのですけれども、

「決算見込みの説明（歳出）」の「２保険給付費」の中の「出産育児一時金」と「葬祭費」につい

て、前年に対してどのぐらいの増減があったのかということと、「移送費」についてどのようなも

のかお聞かせいただけますか。 

 

（保険年金課長） 

「出産育児一時金」と「葬祭費」の増減、こちらについては、出産育児一時金については前年

から１１件の減となっています。それから葬祭費については１０件の減ということになっていま

す。金額にいたしますと、出産育児一時金について４８６万６千円、葬祭費につきましては５０

万円の減額となっております。 

それから「移送費」ですけれども、こちらについては、医療機関等の指示によって被保険者の

方が移動の際に使った交通機関等への運賃の費用に対して償還払いするような費用となってござ

います。 

 

（Ａ委員）  

はい、承知いたしました。ありがとうございました。 

 

（議長） 

ほかに質問はありませんか。 

それでは、ないようなので報告事項①についての質疑を終結いたします。 

 次に報告事項②「国民健康保険被保険者証等の交付状況について」です。事務局より説明をお
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願いいたします。 

 

（保険年金課長） 

はい。引き続きまして、私からご説明させていただきます。報告事項②「国民健康保険被保険

者証等の交付状況」についてでございます。資料につきましては５ページをご覧ください。被保

険者証等につきましては、国民健康保険法施行規則に基づきまして被保険者資格の再確認を行う

ため１年更新で交付しておりまして、令和３年度までは毎年１０月に更新を行ってまいりました。

令和４年度からは７０歳から７４歳までの方の保険証と高齢受給者証が一体化されることに伴い

まして、すべての被保険者の保険証更新時期を８月に変更させていただいております。今年度は、

先月７月１１日に新たな被保険者証を発送させていただいたところでございます。なお、こちら

の資料の記載が「毎年１０月１日から翌年の９月３０日」と、令和３年度までの更新内容となっ

ておりますけれど、令和４年度につきましては「８月１日から翌年７月３１日まで」となります

ので訂正させていただきます。 

続きまして、「被保険者証等の交付状況」という表をご覧いただきたいと思います。滞納が続い

ていることにより交付される「資格証明書」、「資格証明書世帯の短期被保険者証」、それから「短

期被保険者証」は、記載の表のとおりいずれも前年度に比べて減少している状況となっておりま

す。こちらは納税相談、それから滞納者対策等の効果によりまして、被保険者の方のご理解が得

られたことなどが主な要因かと思われます。なお、「資格証明書」の方が急病等で医療機関を受診

する必要が生じた場合には、最大２ヶ月間有効の「短期被保険者証」を交付するなど、受診抑制

とならないように柔軟な対応も行ってございます。説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。 

 

（議長） 

説明は終わりました。これより質疑に入ります。質問並びに意見等がありましたらお願いいた

します。 

よろしいですか。それでは報告事項②についての質疑を終結いたします。 

 次は、報告事項③「特定健康診査（特定健診）・特定保健指導受診者等の状況について」、そし

て報告事項④「人間ドックの受診者の状況について」、報告事項⑤「保養施設利用助成実績につい

て」です。この３点は関連がありますので、一括して事務局より説明をお願いいたします。 

 

（保険年金課長） 

それでは、報告事項③の「特定健康診査・特定保健指導 受診者等の状況について」から報告事

項の⑤「保養施設利用助成実績について」まで、関連するものになりますのでまとめてご説明さ

せていただきます。 

資料につきまして６ページとなります。はじめに報告事項③「特定健康診査・特定保健指導 受

診者等の状況」についてご説明いたします。こちらは「高齢者の医療の確保に関する法律」の規

定に基づきまして４０歳から７４歳の加入者の方を対象として生活習慣病予防のために実施して

いる保健事業でございまして、資料には数値が確定している令和元年度と令和２年度の受診者の
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状況について掲載してございます。受診率でございますけれども、令和２年度における特定健康

診査の受診率でございますが、２９．８％と前年度より７．２％低下してございます。また、特

定保健指導の受診率は１６．３％、若干の上昇となってございます。特定健康診査の受診率が低

下した理由といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響による外出控え等により受診者

数が４，０９３人減少したことにより、それに連動して受診率も下がったものと考えてございま

す。なお、これは群馬県全体においても同様の傾向が見られております。いずれにいたしまして

も、本市の受診率は県全体の受診率を下回っている状況でございますので、今後もより多くの皆

様に受診していただけるよう、引き続き周知を図ってまいりたいと考えております。 

 続きまして、報告事項④「人間ドックの受診者の状況」についてご説明いたします。こちらは

被保険者が人間ドックを受診する際にその費用の一部を助成しているものでございまして、こち

らは特定健康診査よりも幅広い３０歳以上の加入者を対象としてございます。助成金額等につき

ましては表の右側の欄に記載のとおりでございます。令和３年度における受診の状況でございま

すが、昨年度と比べて全体的に増加している状況でございます。これは前年度は新型コロナウイ

ルス感染症の影響により受診者数が減少しましたけれども、令和３年度は受診者が回復傾向にあ

ったものと考えてございます。本事業につきましては、被保険者の健康の維持・増進、また疾病

の早期発見に資するため、引き続き受診しやすい環境整備を図っていきたいと考えてございます。 

人間ドックの助成、また特定健康診査などの保健事業につきましては、将来の医療費の削減に

つながるものでございますので、今後も多くの方が受診できるように努力してまいりたいと考え

てございます。 

 最後になりますが、報告事項⑤「保養施設利用助成実績」についてでございます。こちらは被

保険者の健康増進を図るため、保養施設に宿泊する際に１人１泊につき２千円を助成しているも

のでございます。利用実績につきましては表に記載のとおりでございますけれども、被保険者数

の減少、また新型コロナウイルス感染症の影響等により減少となってございます。特に多く利用

いただいておりました年代の方々が７５歳に到達し、後期高齢者医療の被保険者に移っているこ

となどが利用者の減少の要因のひとつであると考えております。なお保養施設については、令和

２年度から「レークサイドゆうすげ」が施設の老朽化等のため閉鎖されまして、現在は「ゆうす

げ元湯」、「はまゆう山荘」、「相間川温泉」、「牛伏ドリームセンター」の４施設が対象となってご

ざいます。本事業につきましては高崎市独自のものでございますので、今後も周知に努めていき

たいと考えてございます。 

以上、報告事項③、④、⑤の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

（議長） 

説明は終わりました。これより質疑に入ります。質問並びにご意見等がございましたらお願い

いたします。 

 

（Ｂ委員） 

報告事項の③につきまして、２つほど質問、意見等という形になるかもしれませんけれども、

２つほどお聞かせいただければと思います。特定健康診査と特定保健指導の状況ということで、



  

- 12 - 

 

令和２年度の状況につきまして事務局のほうからご説明いただきましたけれども、もしお分かり

であれば令和３年度のそれぞれの状況などを教えていただければと思います。これが１つになり

ます。 

２つ目がですね、やはりこちらの資料にも書いてありますが、報告事項③の表題の下に書いて

ございますが、そこの特定健康診査・特定保健指導につきましては、被保険者の方の健康増進に

寄与する事業でございますので、ぜひともそれぞれの受診率向上に向けて、さらに取り組んでい

ただきたいと思っております。私のほうにも全国健康保険協会というところで、企業の方の保険

者になるのですけれども、私ども事業者全体での健康づくりということで事業主様と共同でコラ

ボヘルスを進めているところでございます。私ども協会けんぽとしましても、この特定健康診査

の受診率や特定保健指導の実施率などにも先般取り組んでいるところでございますので、企業に

お勤めの方もいずれは働き盛りをご卒業されますと、退職されて国保さんのほうに移行される方

も多くございますので、そういった意味でも地域の保健と職域での保健の連携というところもさ

らに進めていければなと考えております。協会けんぽでも連携協力できることがあればしてみた

いと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

（議長） 

はい。どうもありがとうございます。執行部の方からお願いします。 

 

（健康課長） 

健康課長の田村です。まず令和３年度の状況ということですけれど、いま集計しておりまして、

細かい数字は申し訳ございませんが手元にはないのですけれども、聞こえてくるところでは、こ

こにございますとおり、令和２年ほどの落ち込みではなく、多少上向きになっているというふう

なところで、誠に雑ぱくな説明で申し訳ないのですが、多少回復傾向にあるということでござい

ます。 

もうひとつ、受診率向上につきましては、こちらは説明の中にもありましたけれども、いずれ

にしても相対的に低いということになっておりますので、随時と言いますか現在もこの原因につ

いては勉強しながら、それと併せまして、「受診しよう」という気持ちになるようなＰＲの仕方で

すとかご案内の仕方につきまして検討を続けているところでございます。なかなか数字になって

現れないのは申し訳ないのですけれども、そこにつきましては、なかなか手立てが見つからない

というところでございますので、いろいろな可能性を含めて今後も検討を進めていきたいという

ふうに思っております。以上でございます。 

 

（Ｂ委員）  

はい。ありがとうございました。 

 

（議長） 

ほかにご質問はございませんでしょうか。 

無いようですので、それでは報告事項③、④、⑤についての質疑を終結いたします。 
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（議長） 

次第の５「その他」になりますが、はじめに事務局より何かありましたらお願いいたします。 

 

（保険年金課長） 

次第の５「その他」になりますけれど、資料はご用意してございませんけれども、事務局のほ

うから１点ご報告申し上げます。 

今年の５月下旬に新聞にも掲載されました件でございまして、ご承知の方も多いかと思います

けれども、本市で現在中学３年生まで無料化してございます「子どもへの医療費助成」について、

高校生世代まで拡大する方針を固めましたのでご報告させていただきます。こちらは国民健康保

険事業ということではなく、高崎市の事業という位置付けとなっておりますけれども、皆さんに

ご紹介させていただくものでございます。この助成拡大は子育て世代の経済的な負担を軽減いた

しまして、子どもたちが安心して医療を受診できる環境を確保するために実施するというもので

ございまして、具体的な内容といたしましては、助成の拡大対象は高校生世代までといたしまし

て、入院・通院両方の保険診療の自己負担分を対象に全額助成するというものでございます。助

成の方法につきましては、現在中学生までで行っておりますものと同様に「福祉医療費受給資格

者証」を医療機関の窓口に提示することにより窓口支払いを無料化する現物給付方式で考えてご

ざいます。実施時期でございますけれども、令和５年度中に実施を開始する予定としておりまし

て、現在は実施に向けて準備を進めているところでございます。今回の拡大の対象者数でござい

ますけれども、約１万５００人を見込んでおりまして、助成に係る事業費予算は年間で考えます

と約３億円程度を見込んでいるところでございます。なお参考でございますけれども、県内他市

の状況を申し上げますと、既に前橋市と太田市が通院・入院ともに無料化を実施しておりまして、

その他４町３村が実施済となっておりまして、また館林と富岡、それからその他６町について入

院のみ無料化を実施済という市町村もございます。報告は以上でございます。よろしくお願いい

たします。 

 

（議長） 

報告は終わりました。本件に関して意見やご質問がありましたらお願いいたします。 

無いようですので、質疑を終結いたします。 

続きまして、会議全体につきまして、委員の皆さまから何かご意見やご質問等がありましたら、

お願いいたします。 

よろしいですか。無いようですので、これで本日の案件をすべて終了といたします。 

皆様のご協力により、滞りなく終了することができました。ご協力ありがとうございました。

これにて議長の座をおろさせていただきます。ありがとうございました。 


